
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町

（為国・境・石仏）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

水稲、大麦の土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、認定農業者（法人）、集落営農組織が中心となって行
う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

70歳以上で後継者未定の農業者の耕作面積（1.43ha）よりも、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面
積（3.6ha）のほうが多く、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 34

36

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和６２年に完了した土地改良事業によりある程度の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集団化を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

①  水稲の生産においては、農業者全員がエコファーマーの認定を受け、減農薬・減化学肥料栽培による栽培を
継続する。
③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町沖布目

（沖布目）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を法人および認定農業者等が中心となって行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
・多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積（4.41ha）が、今後引き受け意向のある耕作面積（3.2ha）を下回っ
ており、現状では担い手は充分に確保されていると言えず、新たな受け手の確保が必要。
・経営体育成基盤整備事業により用排水路の再整備を実施しており、農地の集積を進める必要がある。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 74

78

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っているため、地域内外の農業者で連携を取りつつ、経営安定を図っていくことと
する。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和40年に完了した団体営圃場整備事業により農用地の大区画化は完了し、経営体育成基盤整備事業にてパ
イプライン化等に取り組んでいるところである。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

・多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続している。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町　大針

（大針）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、認定農業者が中心となって行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
・高収益作物の栽培を認定農業者を中心に行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は0.58ha、中心経営体が引き受ける以降のある耕作面積は
2haであり、現状担い手は十分確保されているが、将来に向けた検討は必要である。
・経営体育成基盤整備事業による用排水路整備を実施しており、中心経営体への集積を進める必要がある。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 8

9

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和59年に完了した新農業構造改善事業により農用地の大区画化は完了している。また令和6年4月現在、経営
体育成基盤整備事業による再整備も進んでいる。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　農地利用は、中心経営体である認定農業者２経営体が担うほか、入作を希望する認定農業者や、地域の農業
者により対応していく。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積が３．０７ｈａある一方で、今後中心経営体が引き受けきる意向のあ
る耕作面積はなく、新たな農地の受け手の確保が必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 9

9

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町

（　随応寺　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

②  水稲の生産においては、農業者全員がエコファーマーの認定を受け、減農薬・減化学肥料栽培による栽培を
継続する。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

　地域内外から、多様な経営体を募り、意向を踏まえながら担い手として育成していくため、中間管理機構などと
連携し、相談から定着まで切れ目なく取り組んでいく。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和40年に完了した団体営圃場整備事業にて大区画化は完了しており、用水のパイプライン化も完了しているこ
とから、今後もこれらの資源を活用し営農を継続していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、担い手が中心となって行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は13.9haである。
・70歳以上の農業者が耕作する面積は4.4haあり、耕作の継続について定期的に確認する必要がある。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 61

66

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町

（藤鷲塚）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和40年に完了した土地改良事業により、農用地の区画化はある程度完了しているといえる。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大麦、大豆の土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、認定農業者、集落営農組織、及び法人等が中心となって
行う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積が、今後中心経営体が引き受けきる意向のある耕作面積よりも
多いため、新たな農地の受け手の確保が必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 28

30

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町江留中

（江留中）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和40年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町本堂

（本堂）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大麦、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、認定農業者、及び法人等が中心となっ
て行う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積よりも、今後中心経営体が引き受けきる意向のある耕作面積の
ほうが多く、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 29

29

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和48年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町西太郎丸

（西太郎丸）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、認定農業者、及び法人等が中心となって行
う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　７０才以上で後継者未定の農業者の農地面積と、今後担い手が引き受けきる意向のある農地面積がほぼ同じ
であり、現状では担い手は確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 18

19

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和50年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町田端

（田端）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大豆の土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、集落営農組織が中心となって行う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積よりも、今後中心経営体が引き受けきる意向のある耕作面積の
ほうが多く、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 42

45

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

平成5年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町高江

（高江）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大麦、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、認定農業者、集落営農組織、及び法人等が中心と
なって行う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積と、今後担い手が引き受けきる意向のある農地面積がほぼ同じ
であり、現状では担い手は確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 46

46

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和54年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大麦、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を集落営農組織、及び法人等が中心となっ
て行う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　　７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積よりも、今後中心経営体が引き受けきる意向のある耕作面積の
ほうが多く、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 69

75

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町針原

（針原）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

#REF!

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和38年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町千歩寺

（千歩寺）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大麦、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、認定農業者、集落営農組織、及び法人等が中心となって
行う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積と、今後中心経営体が引き受けきる意向のある耕作面積がほぼ
同じであり、現状では担い手は確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 38

40

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和40年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町中庄

（中庄）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大麦、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、認定農業者、集落営農組織、及び法人等が中心と
なって行う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　　７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積よりも、今後担い手が引き受けきる意向のある耕作面積のほう
が多く、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 80

91

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和50年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町松木

（松木）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大麦、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、法人が中心となって行う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積が、今後担い手が引き受けきる意向のある耕作面積よりも多いた
め、新たな農地の受け手の確保が必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 20

20

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

平成5年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　水稲、大麦、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、集落営農組織、及び法人等が中心と
なって行う。
　土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　７０才以上で後継者未定の農業者の耕作面積よりも、今後担い手引き受けきる意向のある耕作面積のほうが多
く、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 18

18

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町金剛寺

（金剛寺）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

平成5年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そば、飼料用米などの土地利用型作物の栽培を中心に、施設によるミディトマトや飼料用米
を活用した耕畜連携の取組など多様な農業を認定農業者である集落の大規模経営体が中心となり継続して行
う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、転作委員が中心となり、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は2.7haである。
・７０歳以上の農業者が耕作する面積は耕地の１７％程度に収まっているが、そのうち９割が後継者の目途が
立っていないため、今後の意向を確認していく必要がある。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 33

35

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町安沢

（　安沢　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

②　水稲を生産する農家のほとんどがエコファーマーの認定を受けており、減農薬・減肥料栽培に取り組んでい
る。
③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する
⑧　大規模ハウスによりミディトマト等の園芸作物も取り組んでいる。
⑨　飼料用米を耕作しており、わら利用により畜産農家と連携している。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で大規模な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の
経営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和54年に完了した団体営圃場整備事業においてある程度の区画化は進んでおり、今後はパイプライン等によ
る用排水の整備も取り組む予定である。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町大牧

（　　大牧　　　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そばなどの土地利用型作物の栽培を中心に、水田を活用した野菜の栽培など多様な農業を
認定農業者や集落営農組織が中心となり継続して行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、転作委員が中心となり、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は2.4haである。
・70歳以上の農業者が耕作する面積は全体面積の50％以上あり、耕作の継続について定期的に、確認する必要がある。
・70歳以上で後継者未定の農業者の耕作面積4haあるが、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積は5ha程度あ
るので、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 83

86

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

大牧地区において区画化はされておらず、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備の計画を進めていく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そばなどの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を認定農業者や集落営農組織が中心
となり継続して行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、転作委員が中心となり、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地はない。
・７０歳以上の農業者が耕作する面積は耕地の１０％程度に収まっていて、そのうちのほとんどが後継者の目途
が立っているので、今後も意向を確認していく必要がある。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 54

56

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町井向

（　井向　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

③　農地を有効に活用するためスマート農業を積極的に導入する
⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

今後もさらなる集積、集約を図るため、地域内で検討を進める

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

井向地区において区画化はされておらず、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備の計画を進めていく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町西長田

（　　西長田　　　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そばなどの土地利用型作物の栽培を中心に、ハウス栽培によるミディトマトや水田を活用し
たキャベツやブロッコリー栽培など多様な農業を認定農業者が中心となり継続して行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、転作委員が中心となり、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は10haである。
・70歳以上の農業者が耕作する面積は全体面積の25％あり、耕作の継続について定期的に、確認する必要がある。
・70歳以上で後継者未定の農業者の耕作面積7.3haあるが、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積も７ha程度
で、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 76

87

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和50年に完了した県営圃場整備事業により一部完了しているが完了していない部分もあるので区画化を進め
ていきたい。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そばなどの土地利用型作物の栽培を中心に、ネギなどの水田園芸を取り組んでおり多様な
農業を認定農業者や集落営農組織が中心となり継続して行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、転作委員が中心となり、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は1.6haである。
・70歳以上の農業者が耕作する面積は全体面積の30％近くあり、耕作の継続について定期的に確認する必要がある。
・70歳以上で後継者未定の農業者の耕作面積19.7haあり、現状で担い手が十分に確保できているとは言えず、新たな受け
手の確保が必要である

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 83

84

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町石塚

（　　石塚　　　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑤　大規模なぶどうの栽培に取り組んでいる
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和44年に完了した農業構造改善事業により大区画化は完了している

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町取次

（　　取次　　　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そばなどの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を認定農業者や集落営農組織が中心
となり継続して行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、転作委員が中心となり、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は2.2haであり、その農地をどのように集約していくかが課題と
なる
・７０歳以上の農業者が耕作する面積は耕地の１割程度であり、そのうち後継者の目途が立っていない面積もほ
どんどない。そのため今後の当地域の農地は安定して経営することができると言える

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 13

14

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

集落内自体に担い手がいないため、集落営農組織や集落外の担い手に頼らざるを得ないが、市町村やJAと連携
しながら地域内の農業を切れ目なく進めていく

（１）農用地の集積、集約化の方針

取次地区において区画化はされておらず、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備の計画を進めていく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

③　農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲の栽培を中心とした農業を、認定農業者が中心となって行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
・多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・70歳以上の農業者が耕作する面積は2.3haあり、耕作の継続について定期的に、確認する必要がある。
・70歳以上で後継者未定の農業者の耕作面積（2.3ha）が、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積
（0ha）を上回っており、現状では担い手は十分に確保されているといえず、新たな受け手の確保が必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 6

6

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町布施田新

（布施田新）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置付けた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和５０年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そばなどの土地利用型作物の栽培を中心に、ネギやトマトなどの水田園芸も取組んでいて多
様な農業が見られる。地域内に担い手はいないので集落外からの認定農業者を中心として集落の農業を継続し
て行っていく。
・土地利用作物の栽培にあたっては、転作委員が中心となり、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は２haである。
・７０歳以上の農業者が耕作する面積は耕地の１０％程度に収まっていて、そのほとんどが後継者の目途が立っているた
め、農業者の意向も確認しつつ、今後も集落の農業の安定を保っていきたい
・規模縮小を希望する農業者は少なく、地域の農地を安定して経営していくことができるといえる。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 18

19

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町正善

（　正善　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

③　農地を活用したスマート農業に取り組む

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

中心経営体である集落外の認定農業者２経営体が耕作農地の半分以上を占めており、地域内外からも多様な経
営体を募り、市町村やJAと連携しながら、確保していく必要がある。

（１）農用地の集積、集約化の方針

パイプラインによる農業用水を最大限に活用し、より高品質な農産物の生産に取組む。区画化はまだ未整備なの
で今後進めていきたい

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲の栽培を中心とした農業を、認定農業者が中心となって行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
・多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は6.9haである。
・70歳以上の農業者が耕作する面積は8haあり、耕作の継続について定期的に、確認する必要がある。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 18

18

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町定広

（定広）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置付けた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和４８年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町木部西方寺

（木部西方寺）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦の栽培を中心とした農業を、認定農業者、集落営農組織が中心となって行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
・多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は0.4haである。
・70歳以上の農業者が耕作する面積は2.8haあり、耕作の継続について定期的に、確認する必要がある。
・70歳以上で後継者未定の農業者の耕作面積（0.4ha）よりも、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面
積（15ha）のほうが多く、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 23

24

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和５０年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置付けた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町姫王

（姫王）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦の栽培を中心とした農業を、認定農業者、集落営農組織が中心となって行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
・多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は1.2haである。
・70歳以上の農業者が耕作する面積は1.2haあり、耕作の継続について定期的に、確認する必要がある。
・70歳以上で後継者未定の農業者の耕作面積（0ha）よりも、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積
（1.2ha）のほうが多く、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 19

19

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内外の経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内外の農業者で連携
を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和５０年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置付けた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そば、飼料用米などの土地利用型作物の栽培を中心に、ネギなどの水田園芸も取組んでい
て多様な農業が見られる。地域内外からの認定農業者を中心として集落の農業を継続して行っていく。
・土地利用作物の栽培にあたっては、転作委員が中心となり、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は18.3haである。
・７０歳以上の農業者が耕作する面積は耕地の半分以上あり、そのうちのほとんどが後継者の目途が立っていないため、今
後の意向を確認していく必要がある。
・規模縮小を希望する農地が耕地の半分以上を占めており、新規の受け手を確保することが今後の課題である

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 29

30

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町上小森

（　　上小森　　　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

③　農地を活用したスマート農業に取り組んでいる
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

後継者の目途がなく、地域内での担い手も少ないので、今後の地域農業を支えていくために行政やJAと連携して
新規の受け手や集落外の担い手の協力を確保しなければならない。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和45年に完了した団体営圃場整備事業において大区画化は完了している

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、飼料用米などの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を認定農業者が継続して行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、転作委員が中心となり、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は6.1haであり、この農地をどのように集積していくかが今後の課題となる
・７０歳以上の農業者が耕作する面積は耕地の２６％以上あるが、そのうち９割以上が後継者の目途が立っているため、今
後も意向を確認していく必要がある。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 32

32

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

福井県坂井市

（　　春江町下小森　　　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

③　農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

集落内自体に担い手がいないため、集落外の担い手に頼らざるを得ないが、市町村やJAと連携しながら地域内
の農業を切れ目なく進めていく

（１）農用地の集積、集約化の方針

下小森地区において区画化はされておらず、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備の計画を進めていく

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦、大豆、そばの土地利用型作物の栽培を中心とした農業を、認定農業者が中心となって行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・今後10年にわたって規模縮小の意向のある農地は2.9haである。
・70歳以上の農業者が耕作する面積は全体面積の半分近くあり、耕作の継続について定期的に、確認する必要がある。
・70歳以上で後継者未定の農業者の耕作面積2.9haあるが、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積も15ha程度
あるため現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 36
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地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町辻

（　　辻　　　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内には担い手が１経営体あり、その１経営体のみで農業を行っており、経営体は確保されている。このため、
地域内外の農業者で連携を取りつつ、経営安定を図っていくこととする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和４８年に完了した農業構造改善事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・水稲、大麦の栽培を中心とした農業を、集落営農組織が中心となって行う。
・土地利用作物の栽培にあたっては、集落の中の話し合いを中心として、団地化の取り組みを行う。
・多面的機能支払制度を活用し、地域住民による、農地の維持管理活動を継続する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

・担い手の集積率は90％を超えており、農地の集積は進んでいる。
・規模縮小や70歳以上の農業者が耕作する農地のうち、後継者不在の農地はない。
・規模縮小を希望する農業者はなく、地域の農地を安定して経営していけるといえる。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 19
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地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町堀越

（堀越）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集積・集約を図るため、地域内で検討を進める。

農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置付けた農業者の経営意向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

平成４年に完了した経営体基盤育成整備事業により農用地の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針



農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

参考様式第５－１号

　　　　　　　坂井市長　池田 禎孝

福井県坂井市市町村名
(市町村コード) （　１８２１０９　）

坂 農 第 １ ３ １ ５ 号

令 和 7 年 2 月 4 日

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

農地利用は、中心経営体である、認定農業者（法人）８経営体と１集落営農組合が担う。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

70歳以上で後継者未定の農業者の耕作面積（7.66ha）よりも、今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面
積（20ha）のほうが多く、現状では担い手は十分に確保されているといえるが、将来に向けた検討は必要。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 60

63

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

春江町　春江東部地区

（中筋・正蓮花・寄安・定重・三ツ屋）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和7年2月3日

（第　１　回）



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

②  水稲の生産においては、農業者全員がエコファーマーの認定を受け、減農薬・減化学肥料栽培による栽培を
継続する。
③　大区画化の農地を活用したスマート農業に取り組む
⑦　農業者以外が農地に関わる機会を増やすため、多面的機能支払制度を活用した、地域住民による、農地の
維持、保全、管理活動を継続する

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他

（２）農地中間管理機構の活用方針

将来に向けて、さらなる集団化を図るため、地域内で検討を進める。

農地の賃貸借に関しては、農地中間管理機構を活用することを基本とし、本計画に位置づけた農業者の経営意
向を踏まえ、調整する。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

取組予定なし

地域内で多様な経営体が農業を行っており、経営体は十分に確保されている。このため、地域内の農業者の経
営安定を図ることを第一とする。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和５０年に完了した土地改良事業によりある程度の大区画化は完了している。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針


